
名古屋都市計画交通広場の変更（尾張旭市決定） 
 

都市計画交通広場中第４号三郷駅北口交通広場を次のように追加する。 
 

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 交通広場名 
４ 三郷駅北口交通広場 尾張旭市三郷町栄 約 800 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 
 
理由 
  三郷駅前地区第一種市街地再開発事業により増加する駅利用者の利便性と安全性の向

上を図るため、三郷駅南側に整備される駅前広場と機能分担を行い、駅北側における交通
結節点として第４号三郷駅北口交通広場を新たに追加するものである。 

 






